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国民健康保険・後期高齢者医療制度の健康診査の実施

　町では、国民健康保険被保険者で４０歳以上の方、後期高齢者医療保険被保険者の方、若年層（１８

歳から３９歳）の方向けに、健康診査を無料で実施します。

　ご自身の健康状態を把握し、生活習慣病などの予防や改善のために、ぜひ健診を受診しましょう。

【対象者】

　●国民健康保険被保険者で４０歳以上の方

　●後期高齢者医療保険被保険者の方

　●若年層（令和６年４月１日時点で、１８歳から３９歳の方。加入の健康保険は問いません。）

　　＊長期入院中の方や施設に入所されている方は対象外です。

　　＊若年層の方で健診の受診を希望される方は、受診券を発行しますので、ご連絡ください。

【各健診共通事項】（個別健診）

　実施期間：６月３日（月）～１０月３１日（木）＊若年層健康診査は、３月３１日まで実施します。

　実施場所：町内医療機関（奥多摩病院、双葉会診療所、古里診療所）・町外契約医療機関

　実施内容：問診、視診、聴打診、身体測定、血圧測定、尿検査（糖、蛋白）、

　　　　　　循環器検査（ＨＤＬコレステロール、ＬＤＬコレステロール、中性脂肪）、

　　　　　　肝機能検査（ＧＯＴ、ＧＰＴ、γ－ＧＴＰ）、血糖検査（空腹時血糖、ヘモグロビンＡ１ｃ）

　　　　　　＊医師が必要とする方に対しては、貧血検査（赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値）、

　　　　　　　心電図検査を実施

　費用負担：無料

【留意事項】

＊受診をされる際は、必ず事前に医療機関へご予約ください。

＊期間終了間際になりますと、医療機関の混雑が予想されますので、早めの受診をお勧めします。

＊町の国民健康保険以外の健康保険に加入している４０歳以上の方の健康診査については、ご加入の

　健康保険組合かお勤め先にお問い合わせください。

【集団健診について】

　個別健診を期間内に受けられない方向けに、今年度も集団健診を実施する予定です。

＊詳細は、広報おくたまで改めてお知らせします。

心身障害者福祉手当などの支払

○２０歳以上６５歳未満で、心身につぎのいずれかの程度の障害を有する手帳の交付を受けた方が対　

　象です。＊ただし、所得制限があります。

（１）身体障害者手帳で１級から４級の交付を受けている方

（２）愛の手帳で１度から４度の交付を受けている方

（３）脳性マヒまたは進行性筋萎縮性を有する方

　　〔都制度〕　月額 １万５,５００円 (身体障害者手帳１・２級および愛の手帳１～３度の方など )

　　〔町制度〕　月額 １万　　６００円 (身体障害者手帳３級および愛の手帳４度の方 )

　　〔町制度〕　月額 　　 ６,４００円 (身体障害者手帳４級の方 )

○精神障害者保健福祉手帳１級または２級の交付を受けている方

　　〔町制度〕　月額　　　５,０００円

○令和５年１２月～令和６年３月分を４月１５日に指定の口座へ振り込みます。

※このページの内容の問い合わせは、福祉保健課　☎８３－２７７７
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　　～６５歳以上の高齢者世帯等のみなさまへ～

省エネ家電買替購入助成延長のお知らせ

　助成件数が上限に達しなかったため、申請期間を５月３１日（金）まで延長します。（＊上限に達し次第、

終了となりますのでご注意ください。）

　電気代の負担軽減や温室効果ガス排出量の削減につなげるため、高齢者世帯等（＊１）の省エネ家電

への買い替え費用（＊２）の一部を助成します。

（＊１）令和５年１２月１日現在６５歳以上のみの世帯または障害者手帳等所持者の属する世帯

（＊２）現在エアコンがない住民税非課税世帯においては、エアコンに限り新規購入であっても助成し

　　　 ます。この場合、購入前に助成することもできますので、お問い合わせください。

【対象となる省エネ家電（２品目）・助成額】

　①エアコン　②冷蔵庫

　　１品目につき最大５万円、２品目を同時に申請する場合に限り、最大１０万円の助成となります。

【必要とする省エネ性能】＊性能については販売店へお問い合わせください。

　①エアコン　日本産業規格Ｃ９９０１（目標年度２０２７年度）に基づく省エネルギー基準達成率が

　　　　　　　１００パーセント以上 

　②冷蔵庫　　日本産業規格Ｃ９９０１（目標年度２０２１年度）に基づく省エネルギー基準達成率が

　　　　　　　１００パーセント以上 

【申請受付期間】　５月３１日（金）（当日消印有効）

　　　　　　　　＊助成件数に達した時点で受付を終了します。

【申請に必要な書類】

　１． 奥多摩町高齢者世帯等省エネ家電購入費助成金交付申請書（請求書） 

　　 　窓口で受け取るまたは、ホームページから入手してください。

　２． 助成対象経費に係る領収書（購入金額、購入日、助成対象機器の機種名（助成対象機器の型番など）

　　　 および販売店名が記載されているものに限る。）の写し

　３． 製造者が発行した保証書の写し

　４． 納品書、配送伝票その他の住所、氏名および購入した助成対象機器の納品、配送などをしたこ

　　　 とを明らかにすることができる書類の写し

　５． 買替え前と買替え後の助成対象機器の住宅内での設置状況が分かる写真

　６． 振込先が分かる預金通帳などの写し

　７． 身体障害者手帳などの写し（対象者のみ）

詳しくは自治会内回覧のチラシやホームページをご覧ください。

※ 問い合わせは、福祉保健課　☎８３－２７７７
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　　～６５歳以上の高齢者世帯等のみなさまへ～

省エネ家電買替購入助成延長のお知らせ

　助成件数が上限に達しなかったため、申請期間を５月３１日（金）まで延長します。（＊上限に達し次第、

終了となりますのでご注意ください。）

　電気代の負担軽減や温室効果ガス排出量の削減につなげるため、高齢者世帯等（＊１）の省エネ家電

への買い替え費用（＊２）の一部を助成します。

（＊１）令和５年１２月１日現在６５歳以上のみの世帯または障害者手帳等所持者の属する世帯

（＊２）現在エアコンがない住民税非課税世帯においては、エアコンに限り新規購入であっても助成し

　　　 ます。この場合、購入前に助成することもできますので、お問い合わせください。

【対象となる省エネ家電（２品目）・助成額】

　①エアコン　②冷蔵庫

　　１品目につき最大５万円、２品目を同時に申請する場合に限り、最大１０万円の助成となります。

【必要とする省エネ性能】＊性能については販売店へお問い合わせください。

　①エアコン　日本産業規格Ｃ９９０１（目標年度２０２７年度）に基づく省エネルギー基準達成率が

　　　　　　　１００パーセント以上 

　②冷蔵庫　　日本産業規格Ｃ９９０１（目標年度２０２１年度）に基づく省エネルギー基準達成率が

　　　　　　　１００パーセント以上 

【申請受付期間】　５月３１日（金）（当日消印有効）

　　　　　　　　＊助成件数に達した時点で受付を終了します。

【申請に必要な書類】

　１． 奥多摩町高齢者世帯等省エネ家電購入費助成金交付申請書（請求書） 

　　 　窓口で受け取るまたは、ホームページから入手してください。

　２． 助成対象経費に係る領収書（購入金額、購入日、助成対象機器の機種名（助成対象機器の型番など）

　　　 および販売店名が記載されているものに限る。）の写し

　３． 製造者が発行した保証書の写し

　４． 納品書、配送伝票その他の住所、氏名および購入した助成対象機器の納品、配送などをしたこ

　　　 とを明らかにすることができる書類の写し

　５． 買替え前と買替え後の助成対象機器の住宅内での設置状況が分かる写真

　６． 振込先が分かる預金通帳などの写し

　７． 身体障害者手帳などの写し（対象者のみ）

詳しくは自治会内回覧のチラシやホームページをご覧ください。

※ 問い合わせは、福祉保健課　☎８３－２７７７
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